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を巡るを巡る諸相・実相諸相・実相
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室

専門検査官　山田 真吾・秋山 絵理子
広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長　山根 　洋

株式会社 ACSiON 代表取締役　安田 貴紀
御堂筋法律事務所 東京事務所 弁護士　岡﨑 頌央

ひふみ総合法律事務所 弁護士　矢田 　悠
南山大学 法学部 准教授　橋本 広大

株式会社カウリス 代表取締役CEO　島津 敦好
財務省 関東財務局 理財部 金融監督官　萬場 大輔

　
金
融
庁
は
、「
マ
ネ
ー･

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ

及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」（
平
成
30
年
２
月
）
公
表
以
降
の
金
融

機
関
等
の
対
応
状
況
等
を
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン

ダ
リ
ン
グ
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策

の
現
状
と
課
題
」（
以
下
、「
マ
ネ
ロ
ン
レ
ポ
ー

ト
」
と
い
う
）
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
公
表
し

て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
今
回
の
更
新
概
要
（
図
表
１
）

に
触
れ
つ
つ
、
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に
お
い
て
注

意
す
べ
き
犯
罪
類
型
や
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
ポ

イ
ン
ト
を
絞
っ
て
記
載
し
て
い
る
。

　
な
お
、
本
稿
の
う
ち
意
見
に
わ
た
る
部
分
は

筆
者
ら
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
所
属
組
織
と

は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

一 　
マ
ネ
ロ
ン
レ
ポ
ー
ト
更
新
概
要

　
ま
ず
は
マ
ネ
ロ
ン
レ
ポ
ー
ト
の
更
新
概
要
に

つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
い
き
た
い
。

　
第
１
章
「
我
が
国
の
金
融
機
関
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
状
況
」
で
は
、
コ
ロ
ナ
後
の
経
済
活

動
の
取
引
増
大
、特
殊
詐
欺
の
被
害
額
の
上
昇
、

暗
号
資
産
を
巡
る
違
法
行
為
に
よ
る
マ
ネ
ロ
ン

等
の
脅
威
の
高
ま
り
と
い
っ
た
環
境
変
化
を
記

載
す
る
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
、
ロ
シ
ア
・
ウ
ク

ラ
イ
ナ
情
勢
を
踏
ま
え
た
追
記
を
行
っ
た
。

　
第
２
章
「
金
融
機
関
に
お
け
る
マ
ネ
ロ
ン
等

リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
現
状
と
課
題
」
で
は
、
金

融
機
関
の
取
組
状
況
を
更
新
し
た
。
中
で
も
、

Ｓ
Ｗ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
送
金
電
文
に
お
け
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
２
０

０
２
２
へ
の
移
行
や
、
ペ
イ
ロ
ー
ル
、
ト
ラ
ベ

ル
ル
ー
ル
の
新
設
と
い
っ
た
状
況
を
踏
ま
え
た

記
載
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
継
続
的
顧
客

管
理
に
つ
い
て
多
く
の
金
融
機
関
等
が
未
回
答

先
等
の
取
扱
い
に
苦
慮
す
る
な
か
、
先
進
的
な

事
例
等
の
追
記
を
行
っ
た
。

11     「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
・
テ
ロ
資
金
供
与
・

「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
・
テ
ロ
資
金
供
与
・

拡
散
金
融
対
策
の
現
状
と
課
題
（
２
０
２
３
年

拡
散
金
融
対
策
の
現
状
と
課
題
（
２
０
２
３
年

６
月
）」
更
新
の
概
要

６
月
）」
更
新
の
概
要  

―
―
金
融
犯
罪
対
策
を
中
心
に

―
―
金
融
犯
罪
対
策
を
中
心
に

金
融
庁

金
融
庁  

総
合
政
策
局

総
合
政
策
局  

リ
ス
ク
分
析
総
括
課

リ
ス
ク
分
析
総
括
課  

マ
ネ
ー
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
企
画
室

マ
ネ
ー
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
企
画
室  

専
門
検
査
官

専
門
検
査
官

山
田
山
田  

真
吾
・
秋
山

真
吾
・
秋
山  

絵
理
子
絵
理
子



5 特集No.904（2023年10月号） No.904（2023年10月号）

金融犯罪対策金融犯罪対策
（AML/CFT）（AML/CFT）

マネロンガイドラインにおける「対応が求められる事項」に対する態勢整備期限が 2024
年３月に迫るなか、改めて「金融犯罪対策」（中崎隆・本号「法務時評」）のキーワードを主軸
として、関係各界の識者より銘々の所見・経験等を寄稿いただいた。

特 集

　
第
３
章
「
マ
ネ
ロ
ン
対
策
等
に
係
る
金
融
庁

の
取
組
」で
は
、金
融
機
関
等
の
態
勢
整
備
期
限

が
２
０
２
４
年
３
月
末
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

た
金
融
庁
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方
針
を
示
し
た
。

　
具
体
的
に
は
、
２
０
２
３
事
務
年
度
は
、
金

融
機
関
等
が
２
０
２
４
年

３
月
末
ま
で
に
、
マ
ネ
ロ

ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め

に
必
要
な
規
程
等
の
整
備

が
完
了
す
る
よ
う
助
言
・

指
導
を
行
う
こ
と
と
し
、

よ
り
実
務
レ
ベ
ル
に
即
し

た
情
報
を
展
開
す
る
だ
け

で
な
く
、
経
営
陣
と
対
話

す
る
こ
と
で
、
各
業
界
の

実
情
を
踏
ま
え
た
監
督
対

応
を
実
施
し
て
い
く
旨
を

公
表
し
た
（
注
１
）。

　
そ
し
て
、
２
０
２
４
事

務
年
度
以
降
は
、
態
勢
整

備
期
限
が
経
過
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
金
融
機
関
に

お
け
る
マ
ネ
ロ
ン
等
リ
ス

ク
管
理
態
勢
の
整
備
が
完

了
し
て
い
る
こ
と
を
前
提

に
、
ど
の
よ
う
な
オ
フ
サ

イ
ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
お
よ

び
新
た
な
マ
ネ
ロ
ン
タ
ー

ゲ
ッ
ト
検
査
を
実
施
す
る

か
検
討
を
進
め
る
と
と
も

に
、
２
０
２
４
事
務
年
度

以
降
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
検
査
を
通
じ
て
、
金

融
機
関
に
お
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る

「
対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
」
に
係
る
措
置
が

不
十
分
で
あ
る
な
ど
、
マ
ネ
ロ
ン
等
リ
ス
ク
管

理
態
勢
に
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に

【図表１】2022 事務年度マネロンレポート概要
第１章　現状認識 第２章　業態別の現状と課題 第３章　金融庁の取組

１． 我が国の金融機関を取り巻
くリスクの状況

・ コロナ後、経済活動環境や技術
の発展によるマネロン等リスク
は変化している。強盗・特殊詐
欺など、マネロンは我が国でも
身近であり、対策が必要。

１．業態共有の全体傾向と課題
態勢整備期限を踏まえた、現在
の金融機関の態勢整備状況 金融庁の取組

・ マネロン対策に係る態勢整備期
限の提示及びターゲット検査等
・ リスク評価のための報告徴求命
令の実施
・ 資金決済法等の改正や FATF 関
連法案の成立
　⇒改正６法等の説明
・ マネロン対策等に係る実務の共
同化
・ 丁寧な顧客（外国人）対応に係
る要請
・省庁間での連携強化
・民間事業者との連携強化
・ 一般利用者の理解促進のための
広報活動
・FATF への貢献
　 ⇒第４次審査の概観と第５次
審査の方向性について

２． 我が国のマネロン事犯やそ
の主体等の概要

・ 令和４年版NRA等の分析 ２． 業態別のリスクの所在と現
状と課題

⑴　預金取扱金融機関
　・３メガバンクの取組状況
　・地域金融機関の取組状況
⑵　暗号資産交換業者
　・ バーチャル口座、トラベル
ルール対応等

⑶　資金移動業者
　・ 行政処分先各社の分析・改
善等

⑷　保険会社
⑸　金融商品取引業者
⑹　信託銀行・信託会社
⑺　貸金業者

３． マネロン等対策において注
意すべき犯罪類型やリスク

・ 特殊詐欺をはじめとした詐欺等
の犯罪
　 ⇒特殊詐欺の被害額は数年ぶ
りに上昇

・ デジタル技術を活用した本人確
認（eKYC）におけるリスク
・暗号資産を使ったマネロン
　 特殊詐欺等の受け皿として利用
・ 資金決済（収納代行等）におけ
るリスク
・ サイバー犯罪（フィッシング詐
欺、ランサムウェア等）
・テロ資金供与リスク
（出所）金融庁
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一   

開
会
の
あ
い
さ
つ

小
野　
地
域
活
性
学
会
金
融
部
会
長

を
務
め
て
い
ま
す
山
形
大
学
の
小
野

で
す
。
私
か
ら
み
る
と
、
金
融
機
関

は
、
い
ま
だ
に
自
身
が
保
有
す
る
地

域
の
産
業
・
企
業
情
報
を
活
か
し
き

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
商
流
情
報
も

地
域
を
発
展
さ
せ
て
い
く
う
え
で
有

用
な
情
報
で
す
。
今
回
は
、
金
融
機

関
以
外
の
方
に
講
師
に
な
っ
て
い
た

だ
き
、
商
流
情
報
の
活
用
方
法
を
伺

う
こ
と
で
、
地
域
金
融
に
よ
る
地
域

活
性
化
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
本
日
も
熱
い
議

論
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

二    

報
告
１　

企
業
間
取

引
デ
ー
タ
を
活
用
し

た
地
域
の
商
流
分
析

木
村　
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
は
信
用

調
査
を
メ
イ
ン
と
し
て
行
っ
て
い
る

企
業
で
す
。
そ
れ
ら
１
４
７
万
社
の

デ
ー
タ
を
使
っ
て
様
々
な
分
析
を

行
っ
て
い
く
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
し
て

い
ま
す
。
今
回
は
、
信
用
調
査
報
告

書
の
中
の
取
引
先
（
仕
入
先
、
得
意

先
）
を
す
べ
て
つ
な
げ
た
デ
ー
タ
を

活
用
し
た
分
析
に
つ
い
て
報
告
し
ま

す
。

商
流
圏
〜
売
上
高
依
存
度

推
計
デ
ー
タ
に
つ
い
て

１　
商
流
圏
の
概
要

岩
城　
商
流
圏
分
析
で
は
、
企
業
間

取
引
に
お
い
て
頂
点
企
業
等
の
特
定

企
業
の
売
上
が
ど
の
よ
う
に
仕
入
企

業
（
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
側
）
に
波
及
す

る
か
、
あ
る
仕
入
企
業
の
売
上
高
に

対
し
て
波
及
効
果
が
何
％
に
な
る
か

（
売
上
高
依
存
度
）
を
み
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
あ
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
を
頂
点
企

●
開
会
挨
拶

　
小
野 

浩
幸

　
（ 

山
形
大
学
教
授
、　
地
域
活
性

学
会
金
融
部
会
長
）

●
報
告
者

　
木
村 

公
平
、
岩
城 

裕
之
介
、

　
川
端 　
篤

　
（
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
）

　
西
山 

彰
人

　
（ 

Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ　
Ｈ
ａ
ｒ
ｍ

ｏ
ｎ
ｙ 

弁
理
士
）

●
司　
会

　
山
口 

省
藏

　
（ 

地
域
活
性
学
会
金
融
部
会
副

部
会
長
、
金
融
経
営
研
究
所 

所
長
）

※ 

２
０
２
３
年
７
月
３
日
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

●小野 浩幸　氏

小
野
小
野  

浩
幸
、
木
村

浩
幸
、
木
村  

公
平
、
岩
城

公
平
、
岩
城  

裕
之
介
、
川
端

裕
之
介
、
川
端  　
篤
、
西
山

　
篤
、
西
山  

彰
人
、
山
口

彰
人
、
山
口  

省
藏
省
藏

地
域
活
性
学
会
金
融
部
会
第

地
域
活
性
学
会
金
融
部
会
第
1414
回
研
究
会

回
研
究
会

商
流
情
報
を
活
用
し
た
地
域
活
性
化

商
流
情
報
を
活
用
し
た
地
域
活
性
化

レポート



34今月の解説

サステナブルファイナンスの行方
～ 2023 事務年度金融行政方針の公表を受けて～
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は
じ
め
に

　
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
が
大
き

な
課
題
と
な
る
な
か
で
、
新
た
な
産

業
・
社
会
構
造
へ
の
転
換
を
促
し
、

持
続
可
能
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め

の
金
融
（
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
）
の
推
進
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
２
０
１
６
年
に
パ
リ
協
定
が
発
効

し
て
以
降
、
多
く
の
国
・
地
域
が
地

球
温
暖
化
に
係
る
目
標
を
定
め
、
こ

れ
に
向
か
っ
て
様
々
な
施
策
を
行
っ

て
お
り
、２
０
２
０
年
に
日
本
で
も
、

２
０
５
０
年
ま
で
に
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
目
指
す
こ
と
を
宣

言
し
、
官
民
で
様
々
な
取
組
み
が
行

わ
れ
て
い
る
（
図
表
１
）。
従
来
、

日
本
は
、
２
０
３
０
年
度
ま
で
に
２

０
１
３
年
度
比
で
26
％
削
減
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
た
が
、
２
０
２

１
年
10
月
に
地
球
温
暖
化
対
策
推
進

本
部
に
お
い
て
新
た
な
削
減
目
標
を

反
映
し
た
Ｎ
Ｄ
Ｃ
（
国
が
決
定
す
る

貢
献
）
を
国
連
に
提
出
し
、
46
％
削

減
目
標
に
変
更
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
、
金
融
庁
は
、

栗
田
新
長
官
の
新
体
制
の
下
、
８
月

29
日
に
２
０
２
３
事
務
年
度
金
融
行

政
方
針
（
以
下
、「
金
融
行
政
方
針
」

と
い
う
）
を
公
表
し
た
。
事
業
者
支

援
の
推
進
、
資
産
運
用
立
国
の
実
現

を
は
じ
め
４
つ
の
重
点
課
題
を
定

め
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、「
社

会
課
題
解
決
と
経
済
成
長
を
両
立
さ

せ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
」

を
掲
げ
、
昨
年
度
に
続
き
、
気
候
変

動
問
題
の
ほ
か
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
推
進
を
明
記
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
こ
１
年
の
サ
ス
テ

ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
金

融
庁
や
金
融
機
関
の
取
組
み
の
概

要
、
本
事
務
年
度
に
お
け
る
金
融
庁

の
取
組
方
針
・
計
画
、
サ
ス
テ
ナ
ブ

ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
取
組
み

の
中
で
も
喫
緊
の
課
題
の
一
つ
で
あ

る
脱
炭
素
等
に
向
け
た
金
融
機
関
等

の
取
組
み
に
つ
い
て
概
説
す
る
。

　
な
お
、
本
書
の
う
ち
意
見
に
わ
た

る
部
分
は
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ

り
、
筆
者
が
所
属
す
る
、
ま
た
は
、

か
つ
て
所
属
し
た
組
織
・
団
体
等
の

見
解
で
は
な
い
。

一 　
金
融
庁
に
よ
る
サ
ス

テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
へ
の
取
組
み
の
概
要

　
金
融
庁
は
、
２
０
２
０
年
12
月
に

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
有
識

者
会
議
（
以
下
、「
有
識
者
会
議
」

と
い
う
）
を
設
置
し
、
サ
ス
テ
ナ
ブ

ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
「
持
続
可
能
な

経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
イ
ン

フ
ラ
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

本
会
議
で
は
、
金
融
行
政
に
お
け
る

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
推

進
に
向
け
た
諸
施
策
に
つ
い
て
議
論

し
、
昨
年
ま
で
に
二
次
に
わ
た
り
報

告
書
を
公
表
し
た
。

　
日
本
に
お
け
る
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
取
組
み
は
着
実
に

進
捗
し
て
お
り
、第
三
次
報
告
書（
２

０
２
３
年
６
月
）
で
は
、
施
策
の
大

き
な
柱
は
引
き
続
き
維
持
し
つ
つ
、

特
に
こ
の
１
年
間
の
環
境
変
化
や
施

策
の
動
向
と
施
策
の
状
況
を
取
り
ま

と
め
、
新
た
に
生
じ
た
課
題
お
よ
び

認
識
さ
れ
た
論
点
等
を
評
価
し
、
課

題
の
全
体
像
や
施
策
の
方
向
性
を
改

め
て
整
理
し
て
い
る（
図
表
２
、３
）。

１ 　
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
の
取
組
み
の
進
捗
と
課
題

⑴
　
企
業
開
示
の
充
実

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
行
方

〜
２
０
２
３
事
務
年
度
金
融
行
政
方
針
の
公
表
を
受
け
て
〜

株
式
会
社
ク
ニ
エ 

マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー　

牧
野 

明
弘

今
月
の
解
説


